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豊中市介護サービス相談員派遣事業実施要綱  
 
（目的）  
第１条  この要綱は、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援

（いずれも介護予防を含む。）、施設サービス及び豊中市介護予防・日常
生活支援総合事業（以下「介護等サービス」という。）の質的な向上や介
護保険制度等の普及啓発を図るため、並びに、外部からの視点を積極的に
導入し、虐待等が疑われる事案の発生を抑制し、利用者が安心して過ごせ
る環境を作るため、介護等サービスを利用する者（以下「利用者」とい
う。）の相談に応じる等の活動を行う者（以下「介護サービス相談員」と
いう。）を介護等サービスを提供されている場所に派遣する事業の実施に
ついて必要な事項を定めることを目的とする。  

 
（用語の定義）  
第２条  この要綱における用語の意義は、介護保険法（平成９年法律第 123

号）、豊中市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の例による。  
 
（事業の委託）  

第３条  本事業の一部又は全部を市長が適当と認める団体（以下「受託者」

という。）に委託して行う。  

２ 受託者は、次に掲げる業務を行うための事務局を設置する。  
(１) 派遣する介護サービス相談員の選定  
(２) 相談員登録証の作成  
(３) 相談員の確保・事業の普及促進  
(４) 相談員を派遣する介護サービス提供の場の選定及び管理  
(５ ) 介護サービス相談員の受け入れ対象施設の拡充を図り、未受入施設

への派遣受け入れ促進  
(６) 派遣した介護サービス相談員の活動状況のとりまとめ、市への報告  

及び市民、利用者等への情報提供  
(７) 介護サービス相談員連絡会や研修会等の開催  
(８) 介護サービス相談員からの意見の聴取、及び介護サービス相談員へ  

の情報提供  
(９) 介護サービス相談員の活動に関して苦情があった場合の事実関係の  

調査及び必要な措置  
(10) 前各号に掲げるもののほか、介護サービス相談員の活動に必要な措

   置  
 
（介護サービス相談員の資格及び活動内容）  
第４条  介護サービス相談員は、受託者が、次の各号に掲げる要件を備えた

者のうちから選定し、登録する。  
 (１ ) 一般財団法人大阪府人権協会が実施する介護サービス相談員養成研

修又は、これに相当する研修を受講した者  
 (２) 介護サービス相談員の活動に関し、熱意と見識を有する者  
２ 介護サービス相談員は、次に掲げる活動を行う。  
 (１ ) 担当する介護等サービスを提供されている場所への定期的又は随時

の訪問  
 (２ ) 利用者の介護等サービスに関する疑問及び不安の相談に応じること。  
 (３) 介護等サービスの現状把握  
 (４ ) 介護等サービスの事業を行う事業所（以下「事業所」という。）の

管理者、従業者、その他関係者との意見交換  
 (５ ) 第２号の相談内容に関して、利用者と介護等サービスの事業を行う
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事業者との橋渡し役となり、改善の途を探ること。  
 (６) 事業所の行事等への参加  
 (７) 事務局への活動状況の報告  
 (８) 介護サービス相談員連絡会、研修会等への参加  
 (９) 介護保険制度等の普及啓発  
 (10) その他介護等サービスの質的な向上に寄与すること。  
 
（派遣対象）  
第５条  受託者は、本市の区域内に存在する、次に掲げる区分の事業所に介

護サービス相談員を派遣する。  
 (１) 居宅サービス（介護予防を含む）  

 通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養
介護、特定施設入居者生活介護  

(２) 地域密着型サービス（介護予防を含む）  
  地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、

看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型
特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

(３) 施設サービス   
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、住宅型有料老人ホ
ーム、サービス付高齢者向け住宅  

（４）豊中市介護予防・日常生活支援総合事業  
  通所介護相当サービス、通所型サービスＡ  

２  前項に規定するもののほか、居宅でサービスの利用を受ける訪問介護、
訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与（全て
介護予防を含む。）、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介
護看護、居宅介護支援（介護予防を含む。）、訪問介護相当サービス及び
訪問型サービスＡを利用するもの等の申し出に基づき、受託者が必要があ
ると認めた場合、本市の区域内に存する事業所等の利用者の居宅に介護サ
ービス相談員を派遣する。  

３  前２項の申し出は、介護サービス相談員派遣事業依頼書を豊中市に提出
して行う。  
 
（派遣体制）  
第６条  介護サービス相談員は、２名を単位として派遣する。ただし、特段

の理由がある場合はこの限りではない。  
 
（介護サービス相談員の登録の抹消）  
第７条  受託者は、介護サービス相談員が次の各号のいずれかに該当すると
きは、任期中においても介護サービス相談員としての登録を抹消することが
できる。  
(１ ) 健康上その他の事由から、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪え

ないとき。  
(２) 活動を怠り又は活動上の義務に違反したとき。  
(３) 介護サービス相談員としてふさわしくない非行があったとき。  
(４) その他委託者並びに受託者が特に必要と認める場合。  
 
（様式）  
第８条 この要綱による様式は、別に定める。  
 
（委任）  
第９条  前各条に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、

別に定める。  
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 附   則  
この要綱は、平成１３年（２００１年）９月１７日から施行する。  
 
 附   則  
この要綱は、平成１８年（２００６年）４月１日から施行する。  
 
 附  則 
この要綱は、平成２１年（２００９年）４月１日から施行する。  
 

附  則 
この要綱は、平成２８年（２０１６年）４月１日から施行する。  
 
  

附  則 
この要綱は、平成２９年（２０１７年）４月１日から施行する。  
 
 附  則 
この要綱は、平成３０年（２０１８年）４月１日から施行する。  
 

附  則 
この要綱は、平成３１年（２０１９年）４月１日から施行する。  

 
附  則 

この要綱は、令和２年（２０２０年）６月１日から施行し、令和２年  
（２０２０年）４月１日から適用する。  
 
 

附  則 
この要綱は、令和７年（２０２５年）１２月２３日から施行する。 
 
 


